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2 デジタル化の推進 情報推進課

事
務
事
業
の
概
要

事務事業の目的【1】 根拠法令等【2】

保谷庁舎機能の再配置後における、相談サービスの維持に向けた試行的な取組として、来庁された方が必要
以上に移動することなく、顔が見える相談を行える体制の構築を目的とする。

事業内容・実施方法等／補助の概要【3】

実施形態【5】事業開始時期【4】 令和３年度

【事業内容】
タブレット機器を使い、保谷庁舎と田無庁舎の二庁舎間でウェブ相談が可能な環境を構築する。
保谷庁舎で相談を受け付ける中で、相談者の希望を聴き取りながら必要に応じて案内を行う。
【実施方法】
保谷庁舎「福祉の相談窓口」と田無庁舎「福祉丸ごと相談窓口」をはじめとする相談窓口にタブレット機器を配置している。
・田無庁舎：福祉丸ごと相談、生活福祉課、高齢者支援課、障害福祉課
・保谷庁舎：福祉の相談窓口

＜国庫支出金＞新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（令和３年度）
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事業費(A)　【6】

主要な経費：

その他：

情報システム機器リース料

庁内無線ＬＡＮ整備工事
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指標名

市民・関連団体等の意見【12】
（アンケート結果など）

代替・類似サービスの有無【14】

事
業
環
境
等

Gov Tech東京において、「オンライン相談システム」の共同調達に向けた
検討が行われていたが、セキュリティやコスト面に課題があるなどの理由
から、具体的な共同化は進んでいない。また、近隣４市にヒアリングしたとこ
ろ、オンラインを活用した相談業務は行っていないことが確認されている。

他団体のサービス水準との比較【13】
（平均値、本市の順位など）

市民に対するアンケートを取ることができていないが、相談は長時間に及ぶ場合もあ
ることや、相談内容が多層的であることも多いことから、特定の部署とタブレットで接続
するよりも、対面での実施にニーズがあったものと考えられる。

令和５年12月20日から、保谷庁舎にて「福祉の相談窓口」の一部機能が有
人で開設されている。

②

①オンライン相談件数

《指標の説明・数値変化の理由　など》【11】
保谷庁舎における相談の中で、田無庁舎と連携する案件があった際に、ウェブ相談も可能であることをお伝えすることはあった
が、相談者としては対面のニーズが強く、田無庁舎に行って直接相談することを選択する方がほとんどであった。
令和５年度の実績は、令和５年12月20日の保谷庁舎「福祉の相談窓口」開設後に、田無庁舎「福祉丸ごと相談窓口」へ制度説明
のためにつないだものである。

令和３年度
（実績値）

【10】
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【一次評価】

【二次評価】

【外部評価】

【行革本部評価】

業務負担 少ない 導入に係る負担は少ない。

Ｂ

事業（補助）の対象

改善の方向性と
今後のスケジュール

【18】

検証項目の見方　Ａ：事業実施の意義を検証する項目　Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目

二次評価【16】 評価の判断理由及び事業実施上の課題や今後改善すべき点等【17】

　本事業は、保谷庁舎機能の再配置後における利用者の皆様の窓口サービスについて、タブレット端末を
使って双方向の相談体制をつくり、市民サービスの維持向上を図る目的で試行実施されたものである。ま
た、今後のまちづくりに向けて市民相談や行政手続等を身近な窓口等で実施する際の検証にも寄与する
ものである。導入の時期がコロナ禍と重なり検証が難しい状況であったが、市民からは相談内容や時間な
どの面で対面での相談ニーズの方が強い結果となっている。窓口のデジタル化は今後必須となると考えら
れるが、本事業の結果等を活かしつつ、実施体制や方法、効果などを早期に検証し、人にやさしいデジタ
ル化の視点での取組とされたい。

評価の判断理由及び事業実施上の課題や今後改善すべき点等【17】外部評価【16】

評価の判断理由及び事業実施上の課題や今後改善すべき点等【17】行革本部評価【16】

受益者負担 ― 受益者負担の考え方には該当しない。

課題有 市民周知が不足している。

事業（補助）の内容 課題有 今後の相談窓口等の体制について検討する必要がある。

事業コスト 低い タブレットの既存機能を使うなどリモート窓口相談事業としての導入構築コストは低いと言える。

事業コスト

業務負担

判定

低い

適切

課題有

課題有

―

普通

少ない

検証項目の見方　Ａ：事業実施の意義を検証する項目　Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目

一次評価【16】 評価の判断理由及び現状の課題など【17】

　当初は、タブレット機器を導入することで、デジタルに両庁舎間をつなぐことを想定していたが、対面での
相談ニーズが強く、令和５年度から保谷庁舎にも有人で相談窓口を開設している。今後は、タブレット機器
を活用してではなく、対面による丁寧な対応を続けながら、自治体DX推進計画の一つであるフロントヤード
改革に沿って、窓口業務のＢＰＲと併せて、全庁的な視点での窓口DXについて検討を行っていく。

検証項目 判定 判定理由

A
事業の必要性 普通 窓口サービスにおける利便性向上のためには必要な事業と言える。

実施主体の妥当性 適切 市が主体となって行うサービスである。

A

判定理由

特に相談サービスにおいては、ウェブよりも対面形式にニーズがある。

窓口対応は市が行うため、実施主体としては妥当である。

保谷庁舎又は田無庁舎に来庁された相談者に限定される。

相談窓口等の体制の在り方などと併せて、今後検討していく必要がある。

受益者負担の考え方には該当しない。Ｂ

近隣市に導入実績がなく比較は難しいが、タブレットの既存アプリを活用するなど、標準的なコストで取り組んでいる。

契約業務等の事務に係る負担は少ない。

事業の必要性

実施主体の妥当性

事業（補助）の対象

検証項目【15】

事業（補助）の内容

受益者負担

拡充

継続実施

抜本的見直し

改善・見直

廃止

拡充

継続実施

抜本的見直し

改善・見直

廃止

拡充

継続実施

抜本的見直し

改善・見直

廃止

拡充

継続実施

抜本的見直し

改善・見直

廃止


